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藤沢市行財政改革２０２０基本方針 

～組織再生と持続可能な行財政運営への挑戦～ 

 

１ はじめに 

本市では，社会経済情勢の変化に対応するために，平成８年度から三次１５年

にわたり，組織のスリム化と財政の効率化を目指した行政改革に取り組みました。 

また，平成２１年度からは行政サービスや職員・組織の質的向上を目指す経営

戦略プランを並行して進め，平成２５年度からはこれまでの効率化と質的向上を

一体的に進める「新・行財政改革」に改め，一定の成果を得るとともに，持続的

な行政運営に取り組んできました。 

しかし，社会経済情勢の変化については，そのスピードはさらに加速し，ボ

リュームは大きくなっており，課題への影響も様々な分野で現れつつあることか

ら，これらの課題に対応するために備えることが急務となっています。 

そのため，現在の「新・行財政改革」の取組期間が終了する平成２９年度末を

待たずに，新たな取組に迅速に着手するため，「藤沢市行財政改革２０２０（ニー

ゼロニーゼロ）」の基本方針を定めるものです。 

 

２ これまでの市政の歩み 

これまでの市政の歩みとして，市政運営の経過と行財政運営の取組状況につい

て振り返ります。 

(１) 市政運営 

本市は，市制施行以来，様々な行政需要への対応や地域課題の解決等につい

て，主体的に取り組んできました。昭和３０年代からは積極的な企業誘致や土

地区画整理事業を進め，豊かな財政基盤を作り上げるとともに，公共施設の建

設，都市インフラの整備を進めてきました。また，合併などにより拡大した地

域において，その拠点であった支所を，地域活動を支える拠点として機能拡充

した現在の市民センター・公民館に改編することで「地域のまちづくり」の種

を蒔き，「市民集会」から「くらし・まちづくり会議」，「地域経営会議」，そし
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て「郷土づくり推進会議」へと，３０年以上にわたって地域活動と市民の市政

参画，市民自治を育み，市民ニーズと時代に即した行政需要に対応すべく，先

進的に施策を展開してきました。 

(２) 行財政運営 

本市は１９９５年に制定された地方分権推進法における分権化の進展や，バ

ブル経済の崩壊をはじめ，様々な外部要因に対応していくために，行財政改革

の取組を積極的に進めてきました。 

行財政改革の取組により配置職員数についてスリム化を進めてきましたが，

市民自治推進の拠点である市民センター等施設業務においては，総務省「類似

団体別職員数の状況」（２０１５年４月１日現在）比較によれば，類似団体の平

均配置職員数２５人に対して本市は７２人を配置し，地域の拠点として充実強

化を図ってきています。一方で全庁的には，本市は病院・下水道等の部門を除

いた普通会計ベースでは，人口1万人当たりの職員数が５９．８９人で，類似

４９団体1中２３番目に位置しており，行政需要が高まる中においても，一定の

効率性を維持してきました。 

また，財政面においては，国が定める健全化判断比率2において，実質赤字比

率3，連結実質赤字比率4，実質公債費比率5，将来負担比率6のいずれも類似都市

平均，全国都市平均と比較しても良好な状態にあり，普通地方交付税の不交付

団体として自立した財政運営を維持してきました。 

 

３ 本市における将来課題 

本市が抱える要因において，将来の課題となるものとして，少子化の進展，超

                         
1 一般市（人口１５万人以上，産業構造Ⅱ次・Ⅲ次９５％未満かつⅢ次５５％以上の団体）Ⅳ

－１（４９団体） 
2 財政健全化法に基づく，財政の健全度を判断するための 4指標（実質赤字比率，連結実質赤

字比率，実質公債費比率，将来負担比率）の総称 
3 一般会計等に生じている赤字の大きさを，その地方公共団体の財政規模に対する割合で表し

たもの 
4 公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさ

を，財政規模に対する割合で表したもの 
5 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを，その地方公共団体の財政

規模に対する割合で表したもの 
6 地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを，その地方公共団体の

財政規模に対する割合で表したもの 



3 

高齢化の進展，公共施設の老朽化，厳しさを増していく財政見通しがあります。 

これらの課題は，本市で経験したことのない社会構造の大きな転換となり，様々

な影響が生じますので，これまでと同様の手法により対応することは極めて困難

であるものと想定されます。 

(１) 少子化の進展 

本市の出生数については，２００６年以降３，６００人～３，７００人台で

ほぼ一定となっています。また，０～１４歳の人口総数は，２００６年前後で

５５，７００人強であったのが，２０１４年には，５８，７００人強となり，

微増の傾向にあります。人口１，０００人あたりの出生率は，全国や神奈川県

の出生率と比べてやや高い傾向にあり，合計特殊出生率7についても，本市は県

平均の１．２９を上回る１．３４となっていますが，人口置換水準8の２．０７

を下回っていることは，全国の状況と変わりありません。 

市の人口推計においては，０～１４歳人口総数と全体の人口に対する比率は，

２０１５年では５４，８２８人で１３．０％，２０２５年では４７，１５６人

で１１．０％，総人口がピークの２０３０年では４４，６７６人で１０．４％，

２０４０年では，４３，２５１人で１０．２％となり，総数，比率とも減少す

るものと分析しています。（図１） 

図１ ０～１４歳の人口と全体の人口に対する比率 

 

 

                         
7 「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で，一人の女性がその年齢別出生率

で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当 
8 その社会が現在の人口を維持できる合計特殊出生率の目安 

2015 2020 2025 2030 2035 2040
人口推計 420,184 427,130 429,714 430,789 427,824 422,659
０～１４歳 54,828 51,147 47,156 44,676 43,771 43,251
割合 13.0% 12.0% 11.0% 10.4% 10.2% 10.2%
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（「藤沢市将来人口推計」より作成） 
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このようなことから，本市の少子化の進展は，全国平均よりやや遅いものの，

全国的な共通課題として捉えられます。このことは，近未来に生産年齢人口の

減少から市民の担税力の低下を招くとともに，地域を支える担い手の不足が懸

念されます。 

(２) 超高齢化の進展 

超高齢化については，団塊の世代が，２０１５年に高齢者（６５歳以上）と

なり，７５歳以上（後期高齢者）となるのが２０２５年であることや，都市部

を中心に７５歳以上人口が急増することが特徴となっています。 

高齢者（６５歳以上）のうち，特に７５歳以上の高齢者（後期高齢者）は，

７５歳未満の高齢者（前期高齢者）と比較すると，介護保険の要介護等認定率

が高いなど，医療や介護の需要が高く，「２０２５年問題」として捉えられてい

ます。 

７５歳以上の人口数と比率について，国と本市の状況をみると，２０１０年

においては，全国で１，４１９万人，総人口の１１．１％，本市で３５，１４

６人，総人口の８．６％であり，全国と比べるとその比率は２．５ポイント少

なくなっています。２０２５年においては，全国で２，１７９万人，総人口の

１８．１％，本市で６６，０６８人，総人口の１５．４％であり，全国と比較

して２．７ポイント少ない比率となっています。 

また，市推計によると，２０１５年から２０２５年までの１０年間で，６５

歳以上人口は約１．１倍に増加するのに対し，７５歳以上人口は約１．５倍と

急増する見込みとなっています。（図２） 

本市は，高齢化の進展においても全国平均より遅い傾向がありますが，高齢

者人口の増加について確実な備えが必要となります。 
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図２ ６５歳以上の人口と２０１５年を基準とした増加率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 公共施設等の老朽化 

総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト」の試算結果においては，本市

の公共建築物，道路，橋りょうを現在の規模のまま更新した場合，２０１４

年から２０５３年までの４０年間で必要な更新費用は約４，２７４億円で，

年単位に換算すると年平均約１０６億円となっています。この年平均更新費

用約１０６億円のうち，公共建築物の整備額は約８０億円となっています。

（図３） 

また，下水道事業については，下水道事業経営計画書において２０１４年

から２０２３年までの１０年間における施設や管きょの維持管理等にかかる

費用を約１，３００億円，建設改良費等（建設にかかる費用や企業債償還金

等）を約８８０億円と見込んでいます。（図４） 

これらの状況から，損傷が明らかになってから修繕等を行う従来の事後保

全型の維持管理から，修繕等を計画的に行う予防保全型の維持管理に順次移

行することを基本に，健全な状態を維持しながら長寿命化を図る，ライフサ

イクルコスト9の縮減を目指していく必要があります。 

 

                         
9 建設コストだけではなく，維持管理や除却・解体のコストも含めた総体的なコスト（ＬＣＣ） 

（「藤沢市将来人口推計」より作成） 

2015 2020 2025 2030 2035 2040
人口推計 420,184 427,130 429,714 430,789 427,824 422,659
６５歳以上 97,298 104,781 108,201 114,695 124,323 137,859
７５歳以上 44,420 55,060 66,068 69,353 69,517 73,232
2015年比（65歳以上） 100% 108% 111% 118% 128% 142%
2015年比（75歳以上） 100% 124% 149% 156% 156% 165%
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図３ 公共建築物，道路，橋りょうを現在の規模のまま更新した場合の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 下水道施設の維持管理費等の１０年間の推計（特別会計） 
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（「藤沢市下水道事業経営計画書」より作成） 

橋りょう整備額 

道路整備額 

公共建築物整備額 

◆推計の手法 
１ 公共施設等をそれぞれ設定した耐用年数の経過後に現在と同じ面積，延長等で更新す
ると仮定し推計 

２ 公共施設等の面積，延長の数量データに更新単価を乗じ，将来の更新費用を推計 
◆更新の考え方 
 ・公共建築物：６０年で更新（３０年で大規模改修） 
 ・道路：１５年で舗装部分の更新（打換え） ・橋りょう：６０年で更新 

（「藤沢市公共施設等総合管理計画」より） 

４０年整備額 4,274.6億円 

１年当たり整備額  106.9億円 

[内訳] 

 ・公共建築物    81.6億円 

（  更 新  47.9億円） 

  （大規模改修 33.7億円） 

・道路         22.5億円 
・橋りょう       2.8億円 

億円 
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(４) 厳しさを増していく財政見通し 

これまでの財政状況としては，歳入の根幹をなす市税収入は平成２６年度の

７９８億円からほほ横ばいの状況が続いており，平成２８年度は７９５億円を

見込んでいます。（図５） 

歳出については，義務的経費10のうち人件費についてはほぼ横ばい傾向にあ

る中で，生活保護，児童福祉，障がい者福祉などの扶助費の増加傾向は顕著で

あり，平成１７年度の１６１億円と比較すると，平成２７年度では３５３億円

と１０年間で約２．２倍に急増しております。歳出全体に占める割合も，平成

１７年度に１４．１％であったものが，平成２７年度では２５．８％を占める

までになっており，２倍近い増となっています。また，投資的経費11について

も平成２５年度以降，公共施設の老朽化等への対応により増加傾向にあります。

（図６） 

平成２９年度から平成３３年度までの５年間の本市の財政見通しである「中

期財政フレーム」（１４ページ：別紙）を用いて平成２８年度当初予算（６月補

正による肉付予算を含む。）と平成３３年度推計を比較すると，歳入の約６割を

占める市税収入は税制改正の影響などにより，約２５億円（約３．２％）減少

すると見込まれ，また，歳出では社会保障関係経費が大きく増加し，特に扶助

費は一般財源12ベースで約３８億円（約２７．３％）増加すると見込まれます。

また，人件費については過去５年間の人員増のペースと定期昇給，退職手当見

込み等を前提とすれば，約１６億円（約６．１％）の増加が見込まれ，さらに，

公共施設や都市インフラの老朽化等に対応するため，投資的経費も増加してい

くものと見込まれます。 

 

 

 

                         
10 地方自治体の経費のうち，その支出が義務的で任意に削減できない経費で，人件費，扶助費

及び公債費をいう。 
11 地方自治体の経費のうち，支出の効果が資本形成に向けられ，施設等が資産として将来に残

るもので，普通建設事業費，災害復旧事業費及び失業対策事業費をいう。 
12 使途が特定されず，どの経費にも自由に使うことができる収入で，市税，地方譲与税，利子

割交付金等の県税交付金，地方交付税，地方特例交付金等をいう。 
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図５ 市税収入の推移 

 

 

図６ 扶助費等主要な経費の推移 

 

 

 

４ 藤沢市行財政改革２０２０の取組 

このような現状認識と将来見通しに立てば，２０２５年問題や財政問題等に対

応するため「藤沢市行財政改革２０２０」の改革に速やかに着手する必要があり

ます。この改革の取組は，社会のセーフティーネット機能を維持し，財政規律を

確保した上で，「市政運営の総合指針」の「めざす都市像」の実現を目指し，充当

できる財源を確保し，政策的事業の着実な実施に努めることで，持続可能な市政

運営に資することを目的とします。（１２ページ：図７） 
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(１) 藤沢市行財政改革２０２０の改革の柱 

  ア 行政改革 

(ア) ＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）13の推進 

事務事業のゼロベースでの見直しによる最適化について，公平・公正・効

率の視点を持ち，ＢＰＲによる業務の効率化等に取り組みます。ＢＰＲは

企業改革の代表的な概念・手法の一つではありますが，この中のエッセン

スを抽出し，本市の行財政改革に適用します。業務の見える化や業務分析

という作業から，業務の必要性をはじめ，事業の優先順位付けや業務手順

の見直し，作業の共同化，効率化の可能性を追求します。併せて，リスク

の所在も見極め，そのリスクに対応する手法の構築を同時に進めます。 

また，市民ニーズに機動的に対応できる組織とその運営を目指し，組織改

革を推進します。 

(イ) 適正な定員管理の推進 

市民サービスの充実や市政運営に支障をきたさないこと，将来課題への対

応や人口の増加に見合うだけの職員を振り分けること，一層の効率化を検

討すること等を念頭に置いた定員管理基本方針の基本的な考え方や重点方

針は引き継ぎ，現状に合致しない部分について見直しを行った上で，引き

続き適正な定員管理に努めます。 

(ウ) 多様な主体との連携（マルチパートナーシップ）の推進 

柔軟かつ効果的で，個々のニーズに即したきめ細やかな市民サービスの提

供を可能とするには，多様な主体との協働により，民間事業者等の創意工

夫を引き出すことでサービスの向上等を促す必要性があります。 

本市には幸いなことに，自治会・町内会等のコミュニティ組織をはじめと

して，多くの市民活動団体やＮＰＯ法人が設立されるなど，市民活動が活

発です。また，グローバルな活動を展開する世界的企業から地域に根ざし

                         
13 ＢＰＲ（Business Process Re-engineering）。企業改革の代表的概念・手法の一つ。「コス

ト，品質，サービス，スピードのような，重大で現代的なパフォーマンス基準を劇的に改善す

るために，ビジネス・プロセスを根本的に考え直し，抜本的にそれをデザインし直すこと」（マ

イケル・ハマー＆ジェイムズ・チャンピー著『リエンジニアリング革命』） 

 行政機関においては，ＢＰＲを業務改革全般として広くとらえ，関係概念・手法も含めたエッ

センスを抽出し，適用するのが一つのアプローチである。 
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た企業までもが立地しており，さらには４つの大学を有するなど，マルチ

パートナーシップの推進に向けては高いポテンシャルを有しております。 

将来課題の解決に向けては，本市のこうした強みを生かせるよう，多様な

主体の取組と役割を相互に認め，尊重する中で，協働に取り組む必要があ

ります。多様な主体が市民生活における暮らしやすさや藤沢への誇りなど

の目標を共有し，更なるマルチパートナーシップを推進します。 

(エ) 出資団体改革の推進 

本市の出資団体は，これまで様々な制度改革への対応を進める中で，団体

間の統廃合や事業移管などを経て，現在の姿となっています。特に公益財

団法人に移行した団体については「民による公益の増進」に寄与する民間

非営利部門として，重要な主体となっています。 

出資団体はその設立に市が関与していることから，市と同様に効率的・効

果的な運営が求められます。このような中で，それぞれの出資団体が，公

共サービスの担い手としてその社会的使命（設立趣旨）を確認するととも

に，その実状にあった改革を推進します。 

イ 財政改革 

   (ア) 中期財政フレームに基づく財政運営 

中期財政フレームに基づき，歳入の見込みを踏まえた事業計画の策定や，

事業の見直しによる歳出削減の目標設定など，歳入歳出の見通しを踏まえ

た計画的な財政運営を行うことで，「市政運営の総合指針」における重点施

策や重点事業の着実な実施を図るとともに，将来の世代に過度な負担を先

送りすることがないように取り組みます。 

(イ) 予算編成手法の見直し 

近年，予算編成過程において歳出見積額と歳入見込額との乖離幅が著しく

増加し，毎年度の予算編成に支障が生じています。今後さらに厳しさを増

していく財政見通しを踏まえ，予算編成手法の見直しを行うこととし，す

でに平成２９年度の政策的経費の予算編成において，試行的に「部局別枠

配分方式」を導入しています。 

この方式は，各事業の査定額の積み上げによる従来の予算編成から，歳入
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に見合った歳出規模による予算編成への転換を図ったもので，具体的には

各部局が市の政策や市民ニーズ等を踏まえ，あらかじめ配分された財源の

範囲内で主体的に予算を調製するものとなります。 

この方式の導入により，限られた財源の中で各部局が主体性や自律性を発

揮し，ＢＰＲに基づく事業改善や事業の優先順位付けによる事業選択等に

取り組むことで，市民ニーズを的確に捉えた効率的かつ効果的な事業展開

を図ります。 

(ウ) 事務事業の抜本的な見直し 

今後想定される本市の厳しい財政運営の中において，限られた財源を有効

に活用し，市民ニーズを的確に捉えた事業展開を図るため，義務的経費を

含むすべての事務事業について，抜本的な見直しに取り組みます。市民サー

ビスの提供主体として，改めて公が担うべき事業なのか，公民の役割分担

について検証します。また，都市基盤整備等の建設事業を含む投資的事業

についても，実施事業の選択や実施スケジュールの見直し等に取り組んで

いきます。 

(エ) 基金の効果的な活用 

  今後見込まれる厳しい財政状況下においては，年度間の財源調整を含め，

効率的な財政運営を行う必要があることから，歳出削減等の取組を行った

上で，財政調整基金14への積み立てと取り崩しの運用について，効果的に取

り組みます。具体的には，毎年度見込まれる剰余金について，翌年度への

繰越金との関係を考慮した上で基金への積み立てを行うとともに，財源の

不足が見込まれる際には基金を取り崩し，繰り入れを行うことで，年度間

の財源調整による財源確保に取り組むこととします。 

  また，今後大きな財政需要が見込まれる公共施設再整備事業についても，

公共施設再整備プランに基づく事業の実施に向け，財政調整基金への積み

立てとのバランスを考慮した上で，公共施設整備基金15への積み立てを行っ

ていきます。 

                         
14 年度間の財源を調整するための基金。決算剰余金などを積み立て，財源が不足する年度に取

り崩すことで財源を調整する。 
15 市庁舎や学校など，公共施設を整備するために積み立てる基金。 



12 

ウ 職員の意識改革 

２０２５年問題等の今後予測される社会経済状況や，中期財政フレームを

はじめとした本市の財政状況を全庁で共有し，「藤沢市行財政改革２０２０」

の取組の必要性を全職員で認識し，職員が一丸となって改革に取り組みます。 

また，「前例踏襲」「マニュアル偏重」といった姿勢を改め，過去に経験し

たことのない少子化，超高齢化等の課題の解決策を見い出していく先見性と

実行力を兼ね備えた，積極的に仕事に取り組む職員を養成します。 

一方，２０１５年から相次いで発覚した不祥事により，市民が本市に寄せ

る信頼は危機的な状況となっています。失った信頼を回復するために，一連

の事件を他人事とせず，職員一人一人が襟を正して行動し，市民全体の奉仕

者であるという意識をしっかりと持つとともに，組織として再発防止策を講

じます。 

エ 市民サービスの質的改革（「新・行財政改革」の統合） 

現行の「新・行財政改革」は，職員の意識改革，市民サービスの質的向上，

内部統制・法令遵守の徹底など，定性的要素を強く意識したものであります。

接遇意識の向上など，現行の定性的要素について，「藤沢市行財政改革２０２

０」に引き継ぎます。 

図７ 藤沢市行財政改革２０２０ 概観図 
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 (２) 藤沢市行財政改革２０２０の進め方 

「藤沢市行財政改革２０２０」は，効率性という観点から定量的な管理の側

面を有しますが，現行の「新・行財政改革」の持つ定性的要素との両立を指向

します。特に投入したコストから得られた結果について，活動の内容だけにと

らわれることなく，その結果がもたらす効果に重点を置いていきます。 

ア 実行プランの策定 

「藤沢市行財政改革２０２０」の改革の柱に基づき，具体的な取組項目・

内容を実行プランとして定めます。 

  イ 取組期間 

「市政運営の総合指針」と一体的に取り組むため，取組期間は，平成２９

年度から平成３２年度までの４年間とします。 

  ウ 進行管理 

実行プランの進行管理については，行財政改革主管課と行財政改革協議会

で行い，進行管理に関わる全体調整は，行財政改革推進本部で行います。ま

た，進行状況については，市議会「行政改革等特別委員会」に定期的に報告

するとともに，市民へ積極的に情報提供を行います。 

進行管理の過程において，社会経済情勢の変化等に対応するため，新たに

取り組むべき課題，また見直しの必要が生じた場合においては，随時取組項

目・内容の追加・修正をすることとします。 
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中期財政フレーム（平成２９～３３年度・一般会計・一般財源ベース）

（参考） （単位：百万円）

28年度
当初予算※

29年度
推計

30年度
推計

31年度
推計

32年度
推計

33年度
推計

29～33年度
5ヶ年累計

95,299 92,538 91,465 91,525 93,022 91,044 459,594

78,670 79,498 78,425 78,485 78,132 76,154 390,694

個人市民税 31,203 31,386 31,319 31,052 30,847 30,645 155,249

法人市民税 5,352 5,047 5,046 5,012 4,459 3,629 23,193

固定資産税 31,046 31,886 31,079 31,430 31,819 31,065 157,279

その他市税 11,069 11,179 10,981 10,991 11,007 10,815 54,973

4,120 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

12,509 11,040 11,040 11,040 12,890 12,890 58,900

95,299 98,094 99,903 102,640 106,280 107,230 514,147

47,496 47,916 49,385 51,764 52,994 53,924 255,983

人件費 25,693 25,599 26,057 27,223 27,451 27,265 133,595

扶助費 13,774 14,400 15,184 15,968 16,752 17,536 79,840

公債費 8,029 7,917 8,144 8,573 8,791 9,123 42,548

42,935 42,857 43,340 43,981 44,622 45,105 219,905

4,868 7,321 7,178 6,895 8,664 8,201 38,259

0 ▲ 5,556 ▲ 8,438 ▲ 11,115 ▲ 13,258 ▲ 16,186 ▲ 54,553

※肉付補正予算を含む。

（歳入）

市税：28年度収入見込額をベースに，経済動向や税制改正の影響等を踏まえて試算

繰入金・繰越金：財政調整基金からの繰入れ，及び前年度繰越金の見込額を試算

その他（県税交付金等）：28年度収入見込額をベースに試算

（歳出）

人件費：28年度支出見込額をベースに，定年退職者数の見込み等を踏まえて試算

扶助費：28年度支出見込額をベースに，これまでの増加傾向を踏まえて試算

公債費：計画期間中に予定される元利償還金に，新たに発行が見込まれる市債の償還見込額を加えて試算

一般行政経費：28年度支出見込額をベースに，他会計繰出金の増加傾向等を踏まえて試算

投資的経費：公共施設再整備プランを含む建設事業等に係る経費について試算

投資的経費

歳入-歳出

　（平成２８年１１月時点）

歳入

市税

繰入金・繰越金

その他（県税交付金等）

歳出

義務的経費計

一般行政経費

別 紙  
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